
統合イノベーション戦略推進会議の設置について 

 

平成 30 年７月 25 日 

内閣総理大臣決裁 

 

１．「統合イノベーション戦略」（平成 30年６月 15日閣議決定）に基づき、イ

ノベーションに関連が深い司令塔会議である総合科学技術・イノベーション

会議、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、知的財産戦略本部、健康・

医療戦略推進本部、宇宙開発戦略本部及び総合海洋政策本部並びに地理空間

情報活用推進会議について、横断的かつ実質的な調整を図るとともに、同戦略

を推進するため、内閣に統合イノベーション戦略推進会議（以下「会議」とい

う。）を設置する。 

 

２．会議の構成は、次のとおりとする。 

議  長  内閣官房長官 

議長代理  内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

副 議 長  情報通信技術（ＩＴ）政策担当大臣 

健康・医療戦略を担当する国務大臣 

内閣府特命担当大臣（知的財産戦略） 

内閣府特命担当大臣（宇宙政策） 

内閣府特命担当大臣（海洋政策） 

構 成 員  他の全ての国務大臣 

 

３．議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

 

４．会議の庶務は、内閣府の協力を得て、内閣官房において処理する。 

 

５．前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

議長が定める。 
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